
朝日村建築物等における不良な生活環境の解消に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、村内の建築物等における物の堆積若しくは放置又は雑草若

しくは樹木の繁茂（以下「物の堆積等」という。）による不良な状態を解消す

るために必要な事項を定めることにより、その状態の解消を推進し、もって村

民の良好な生活環境を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1) 建築物等 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定する

建築物（居住その他の使用がなされ、又はなされていたものに限る。）及び

その敷地をいう。 

(2) 不良な状態 建築物等における物の堆積等により、周辺の生活環境が著

しく損なわれている状態、又は防災活動において著しい支障が生ずるおそれ

がある状態をいう。 

(3) 堆積者 物の堆積等をすることにより、自ら居住し、又は占有する建築

物等に不良な状態を生じさせている者をいう。 

(4) 所有者等 建築物等を所有、占有又は管理（相続財産管理を含む。）す

る者のうち、堆積者を除いた者をいう。 

(5) 自治組織 自治会その他村民が組織する地域における団体をいう。 

（基本方針） 

第３条 不良な状態の解消は、次に掲げる基本方針に基づき推進されるものとす

る。 

(1) 不良な状態は、原則として、堆積者又は所有者等が自ら解消すること。 

(2) 堆積者又は所有者等のみによっては不良な状態の解消が不可能であると

認められるときは、村及び自治組織その他の関係者が協力して行うこと。 

（村民等の責務） 

第４条 村民は、建築物等における不良な状態の発生の予防に努めなければなら

ない。 

２ 堆積者は、建築物等に不良な状態を生じさせたときは、速やかにその状態の

解消に努めなければならない。 

３ 不良な状態にある建築物等の近隣に居住する村民は、不良な状態の解消のた

めの取組に協力しなければならない。 

（所有者等の責務） 

第５条 所有者等は、所有等をする建築物等が不良な状態にならないよう努めな



ければならない。 

２ 所有者等は、所有等をする建築物等が不良な状態となったときは、当該建築

物等に係る堆積者と協力し、速やかにその状態の解消に努めなければならない。 

３ 所有者等は、第１条の目的を達成するため、村が行う活動に協力しなければ

ならない。 

（村の責務） 

第６条 村は、不良な状態にある建築物等により周辺の生活環境が著しく損なわ

れていると認めるときは、堆積者、村民及び自治組織その他の関係者と協力し、

その原因及び経緯等の検証に努め、第３条の基本方針にのっとり、第１条の目

的を達成するために必要な対策を総合的に講ずるものとする。 

（相互の協力） 

第７条 村、村民、堆積者、所有者等及び自治組織は、第１条の目的を達成する

ため、相互にその責務を理解し、及び協力しなければならない。 

（調査） 

第８条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、不良な状態にある建築

物等の堆積者又は所有者等に対して、次に掲げる事項について報告を求め、又

は必要な調査を行うことができる。 

(1) 建築物等における不良な状態の内容並びに建築物等の使用及び管理の状

況 

(2) 建築物等における堆積者の居住の状況、親族関係、就労の状況、心身の

状態、保健福祉に関する制度の利用状況その他当該堆積者に関する事項 

２ 村長は、この条例の施行に必要な限度において、この条例に基づく事務以外

の事務のために保有する情報を利用し、又は他の実施機関（朝日村個人情報保

護条例（平成13年朝日村条例第１号）第２条第６号に規定する実施機関をいう。

次項において同じ。）に対して必要な情報の提供を求め、若しくは情報を提供

することができる。 

３ 村長以外の実施機関は、前項の規定により村長から情報の提供を求められた

ときは、当該実施機関が保有する情報を提供することができる。 

４ 村長は、建築物等が不良な状態にあり、又はそのおそれがあると認めるとき

は、この条例の施行に必要な限度において、職員に当該建築物等に立ち入らせ

て状態を調査させ、又は当該建築物等に居住する者若しくは当該建築物等の所

有者等その他関係者（以下「調査対象者」という。）に質問させることができ

る。 

５ 村長は、前項の規定により職員を建築物等に立ち入らせようとするときは、

当該建築物等に係る堆積者又は所有者等にその旨を通知しなければならない。

ただし、通知することが困難であるときは、この限りでない。 



６ 第４項の規定による立入り、調査又は質問（以下「立入調査等」という。）

を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、調査対象者から請求があった

ときは、これを提示しなければならない。 

７ 立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

（関係機関等との連携） 

第９条 村長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、他の地方

公共団体の長その他の関係機関に対して、堆積者及び所有者等の情報の提供そ

の他村長が特に必要があると認める事項について協力を求めることができる。 

２ 村長は、前項に規定する協力を得るために、この条例の施行に必要な限度に

おいて、同項に定める者に情報を提供することができる。 

（助言又は指導） 

第10条 村長は、建築物等が不良な状態にあると認めるときは、当該建築物等に

係る堆積者に対し、これを解消するために必要な助言又は指導を行うことがで

きる。 

２ 村長は、建築物等が不良な状態にあると認める場合であって、必要があると

認めるときは、当該建築物等の所有者等（不良な状態を解消するために必要な

権限を有する者に限る。次条第１項において同じ。）に対し、必要な範囲で助

言又は指導を行うことができる。 

（勧告） 

第11条 村長は、前条の助言又は指導にもかかわらず、なお建築物等が不良な状

態にあると認めるときは、当該助言又は指導を受けた堆積者又は所有者等に対

し、相当の期間を定めて、不良な状態を解消するために必要な措置をとるべき

ことを勧告することができる。 

２ 村長は、前項の勧告を行うに当たっては、朝日村環境審議会の意見を聴かな

ければならない。 

（命令） 

第12条 村長は、前条第１項の勧告にもかかわらず、なお建築物等が不良な状態

にある場合であって、当該建築物等に係る近隣の住民の生活環境が著しく損な

われていると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、相当の期限を定めて、

当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（代執行） 

第13条 村長は、前条の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者が

その措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同条の

期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和23年法律第43

号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者にし



てこれをさせることができる。 

（緊急措置） 

第14条 村長は、建築物等における不良な状態に起因した村民からの苦情の申立

てがあり、かつ、村民の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを防止するため

緊急の必要があると認めるときは、必要最小限の措置を行うことができる。 

２ 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の措置に要した費用は、当該措置をとった建築物等に係る堆積者又は

所有者等の負担とする。 

（委任） 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


